
抽選による2 次

販
売

町外在住
の人も

購入できる
よ！

 N e w s  役場からのお知らせFAX でのお問い合わせ　985-4148 ㈹

県・市町連携事業　松前町プレミアム付商品券

胸アツ！まさき応援券
　Web 申し込み・抽選による 2 次販売を行います（1人につき2
冊まで購入可能）。

▼ 販売価格　1 冊 5,000 円

▼ 商品券額面　1 冊 7,500 円
※　共通券 500 円券× 10 枚、限定券 500 円× 5 枚

▼ 販売窓口　
　町内 5カ所の郵便局、エミフル MASAKI、フジ松前店
※　販売時間は各販売場所の営業時間により異なりますので、ご
　注意ください。

▼ 購入方法
　①専用 Web ページ（右の QRコード）にアクセスする。
　②申し込みフォームに必要事項を入力し、送信する。
※　Web が利用できない人は、はがきに「胸アツ ！ まさき応援
　券引換券申し込み」と必要事項（氏名・郵便番号・住所・電話
　番号・購入希望冊数、2 冊まで）を記入の上、下記まで郵送（10
　月20日㊍必着）してください。
　◉送付先　松前町商工会　
　〒791-3110　伊予郡松前町大字浜 809-1
　③ 11 月中旬までに当選者の住所へ購入引換券が届く。
　④購入引換券と代金を持参し、販売窓口で購入する。

【入力画面イメージ】

問松前町商工会
　☎ 984-1427

▼ 注意事項
　購入引換券の発送をもって、当選者の発表
とします。当選についてのお問い合わせはお受
けできませんので、あらかじめご了承ください。

▼ 取扱店舗　
　商品券が使用できる店舗については、専
用ページ（下の QR コード。随時更新中）ま
たは商品券と一緒にお渡しする
チラシを確認してください。

◉申込期間

    9月 1 5日㊍から

10月2 0日㊍まで

◉使用期限

12月3 1日㊏まで

◉販売期間

11  月 1 0日㊍から

11  月 3 0日㊏まで
※   エ ミフル MASAKI
　のみ12月10日㊏まで
　販売します。
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野
良
猫
の
避
妊
手
術
を
支
援
し
ま
す

　

愛
媛
県
獣
医
師
会
で
は
、
殺
処
分
さ

れ
る
野
良
猫
を
減
ら
す
た
め
、
避
妊
手

術
を
無
料
で
行
っ
て
い
ま
す
。

※
避
妊
手
術
以
外
の
費
用
が
発
生
し
た

場
合
は
自
己
負
担
で
す
。

▼
対
象
猫　

生
後
６
カ
月
以
上
の
雌
の

野
良
猫
ま
た
は
地
域
猫

▼
実
施
頭
数　

県
内
で
約
１
５
０
頭

※
応
募
多
数
の
場
合
は
選
考
し
、
支
援

決
定
者
に
は
11
月
中
旬
ご
ろ
ま
で
に
結

果
を
送
付
し
ま
す
。

▼
申
し
込
み
方
法　

認
め
印（
朱
肉
を

使
う
も
の
）
を
持
参
し
、
町
民
課
生
活

環
境
係
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
期
間

　

10
月
３
日（
月
）
～
31
日（
月
）

問
町
民
課
生
活
環
境
係

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
１
７

　

愛
媛
県
獣
医
師
会

　
　
　
　
　
　

☎
９
４
８
―
５
３
６
７

 役場からのお知らせ N e w s FAX でのお問い合わせ　985-4148 ㈹

▼
日
時　

11
月
23
日（
水
・
祝
）　

　

９
時
～

　

小
雨
決
行（
予
備
日
12
月
４
日
）

▼
集
合
場
所　

　

松
前
町
国
体
記
念
ホ
ッ
ケ
ー
公
園

▼
コ
ー
ス　

　

松
前
町
国
体
記
念
ホ
ッ
ケ
ー
公
園
周
辺

▼
種
別　

①
フ
レ
ッ
シ
ュ
コ
ー
ス（
約
１
㎞
）

 

・
小
学
生
男
子
の
部（
３
年
生
以
下
）

 

・
小
学
生
女
子
の
部（
３
年
生
以
下
）

②
ふ
れ
あ
い
コ
ー
ス（
約
２
㎞
）

 

・
小
学
生
男
子
の
部（
４
年
生
以
上
）

 

・
小
学
生
女
子
の
部（
４
年
生
以
上
）

 

・
中
学
生
女
子
の
部

③
ふ
れ
あ
い
コ
ー
ス（
約
３
㎞
）　

 

・
一
般
女
子
の
部（
タ
イ
ム
計
測
の
み
）

 

・
中
学
生
男
子
の
部

④
挑
戦
コ
ー
ス（
約
５
㎞
）　

 

・
高
校
生
以
上
の
男
女

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
予
防

の
た
め
、
開
会
式
と
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
部

は
行
い
ま
せ
ん
。

▼
定
員　

各
部
門
50
人

▼
参
加
資
格　

町
内
に
在
住
、
在
勤
か

在
学
し
て
い
る
健
康
な
人（
在
住
し
て

い
た
人
で
も
可
）

▼
申
し
込
み
方
法　

社
会
教
育
課
、
松

前
公
園
、
文
化
セ
ン
タ
ー
、
東
・
西
・

北
公
民
館
に
あ
る
申
込
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
各
窓
口
に
提
出
す
る
か
、

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
申
し
込
み
フ
ォ
ー

ム
か
ら
エ
ン
ト
リ
ー
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
締
め
切
り　

11
月
10
日（
木
）

問
社
会
教
育
課
ス
ポ
ー
ツ
振
興
係

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
３
８

参
加
者
を
募
集
し
ま
す

松
前
町
ふ
れ
あ
い
健
康
マ
ラ
ソ
ン
大
会

青いピ
ッチを見

ながら走ろう

　

野
焼
き
は
、
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い

ま
す
。
ド
ラ
ム
缶
、
ブ
ロ
ッ
ク
囲
い
や

穴
を
掘
っ
て
の
焼
却
、
一
定
の
基
準
を

満
た
し
て
い
な
い
焼
却
炉
の
使
用
も
禁

止
で
す
。

▼
禁
止
の
例
外

 

・
農
業
者
が
行
う
稲
わ
ら
な
ど
の
焼

却
（
廃
ビ
ニ
ー
ル
の
焼
却
は
禁
止
）

 

・
キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ
ヤ
ー
を
す
る
と

き
な
ど
の
木
く
ず
の
焼
却

 

・
ど
ん
ど
焼
き
、
不
要
と
な
っ
た
し

め
縄
や
門
松
な
ど
の
焼
却

  

・
災
害
時
な
ど
の
応
急
対
策

※
例
外
の
場
合
も
、
大
量
の
煙
や
臭
い

で
苦
情
の
原
因
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
で
き
る
だ
け
ご
み
収
集
（
せ
ん
て

い
枝
）
や
ご
み
焼
却
施
設
、
堆
肥
化
施

設
へ
出
し
ま
し
ょ
う
。

▼
近
隣
に
住
む
人
へ
の
配
慮
　

　

次
の
点
に
十
分
配
慮
し
て
く
だ
さ
い
。

 

・
周
り
に
声
を
掛
け
、
理
解
を
得
て

か
ら
行
う
。

 

・
煙
が
な
る
べ
く
出
な
い
よ
う
草
木

を
よ
く
乾
か
し
、少
量
ず
つ
焼
却
す
る
。

 

・
風
向
き
を
考
慮
し
、
風
が
強
い
日

や
洗
濯
物
を
干
す
時
間
帯
は
避
け
る
。

問
町
民
課
生
活
環
境
係

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
１
７

き
れ
い
な
空
気
を
保
つ
た
め
に

野
外
焼
却
（
野
焼
き
）
を
し
な
い
で

飲
用
井
戸
設
置
者
の
皆
さ
ん
へ

井
戸
水
の
管
理
・
検
査
を
し
ま
し
ょ
う

　

飲
用
井
戸
の
安
全
確
保
は
設
置
者
自

身
が
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

▼
井
戸
の
衛
生
的
な
管
理
を

　

井
戸
や
そ
の
周
辺
に
は
、
み
だ
り
に

人
や
動
物
が
入
ら
な
い
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。
周
辺
の
点
検
を
定
期
的
に

行
っ
て
、
清
潔
を
保
持
す
る
こ
と
が
大

切
で
す
。

▼
水
質
検
査
を
行
い
ま
し
ょ
う

　

日
頃
か
ら
水
の
色
、
濁
り
や
味
、
臭

い
な
ど
に
注
意
し
、
年
１
回
以
上
、
水

質
検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う
。
こ
の
ほ
か

異
常
が
あ
れ
ば
す
ぐ
に
飲
用
を
中
止

し
、
安
全
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

問
県
立
衛
生
環
境
研
究
所

　
　
　
　
　
　

☎
９
４
８
―
９
６
７
８

　

愛
媛
県
総
合
保
健
協
会

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
７
―
８
２
０
６

　

町
民
課
生
活
環
境
係

☎
９
８
５
―
４
１
１
７

国
民
年
金
保
険
料

離
職
に
よ
る
特
例
免
除
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

離
職
に
よ
り
国
民
年
金
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
は
、
納
付
が

免
除
さ
れ
る
「
特
例
免
除
制
度
」
が
利

用
で
き
ま
す
。

　

免
除
を
希
望
す
る
人
は
、
次
の
①
～

③
を
持
参
し
て
、
年
金
事
務
所
か
町
民

課
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
持
参
物

①
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
か
雇
用
保

険
被
保
険
者
離
職
票

②
年
金
手
帳
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が

確
認
で
き
る
も
の

③
本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
な
ど
）

※
学
生
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。
学
生
納

付
特
例
制
度
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

※
世
帯
主
や
配
偶
者
が
い
る
人
は
、
世

帯
主
や
配
偶
者
が
所
得
要
件
を
満
た
し

て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。詳
し
く
は
、

左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
松
山
西
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課

　
　
　
　
　
　

☎
９
２
５
―
５
１
７
５

　

町
民
課
住
民
係

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
０
６

　

経
済
的
な
理
由
で
お
子
さ
ん
の
就
学

費
用
の
負
担
が
難
し
い
家
庭
に
対
し
、

学
用
品
費
や
給
食
費
な
ど
を
町
が
援
助

し
ま
す
。

　

令
和
５
年
度
の
入
学
時
に
必
要
な
学

用
品
費
に
つ
い
て
は
、｢
入
学
準
備
金｣

と
し
て
入
学
前
に
受
け
取
れ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
お
子
さ
ん
の
通
っ
て
い

る
（
通
う
予
定
の
）
小
・
中
学
校
か
学

校
教
育
課
へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

問
学
校
教
育
課
総
務
係

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
２
５

就
学
援
助
制
度
を
知
っ
て
い
ま
す
か

ス
マ
ホ
の
操
作
に
不
安
は
あ
り
ま
せ
ん
か

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
活
用
講
座
参
加
者
募
集

　

普
段
利
用
し
て
い
る
ス
マ
ホ
を
、
楽

し
く
便
利
に
使
う
た
め
の
講
座
に
参
加

し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

参
加
を
希
望
す
る
場
合
は
、
次
の
と

お
り
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
者

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
持
っ
て
い
る
人

▼
日
時

①
10
月
19
日
、
②
11
月
16
日
、
③
12
月

14
日
、　

④
令
和
５
年
１
月
18
日
（
い

ず
れ
も
水
曜
日
）　

９
時
30
分
～
10
時

30
分
ま
た
は
11
時
～
12
時

▼
場
所

①
西
公
民
館
、
②
・
④
文
化
セ
ン
タ
ー
、

③
北
公
民
館

▼
定
員　

各
回
８
人（
先
着
順
）

▼
申
し
込
み
方
法

　

株
式
会
社
モ
バ
イ
ル
コ
ム
に
電
話
で

申
し
込
む
か
、
福
祉
課
地
域
福
祉
係
に

あ
る
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

同
窓
口
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
期
限

　

各
回
開
催
日

前
日
の
正
午

問
株
式
会
社
モ
バ
イ
ル
コ
ム
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
☎
９
８
９
―
７
０
０
３

　

福
祉
課
地
域
福
祉
係

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
２
３
２
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町
県
民
税
・
各
種
保
険
料
（
税
）
の
特
別
徴
収

10
月
か
ら
本
徴
収
が
始
ま
り
ま
す

　

町
県
民
税
・
各
種
保
険
料（
税
）を
特

別
徴
収（
年
金
天
引
き
）で
納
め
て
い
る

人
は
、
10
月
か
ら
本
徴
収
が
始
ま
り
ま

す
。
ま
た
、
今
ま
で
普
通
徴
収（
納
付
書

や
口
座
振
替
）で
納
め
て
い
た
人
の
う
ち
、

10
月
か
ら
特
別
徴
収
が
始
ま
る
人
が
い

ま
す
。
納
付
方
法
は
、
６
～
７
月
に
通

知
書
を
送
っ
て
い
ま
す
の
で
確
認
を
。

　

特
別
徴
収
は
翌
年
度
以
降
も
引
き
続

き
行
わ
れ
、
令
和
５
年
度
４・６・８
月
に

納
め
る
額
は
、
４
年
度
２
月
に
納
め
る

額
と
同
額
で
す（
仮
徴
収
）。
た
だ
し
、
町

県
民
税
は
２
月
に
納
め
る
額
で
は
な
く
、

４
年
度
税
額（
公
的
年
金
に
係
る
も
の
）

を
６
分
割
し
た
額
で
仮
徴
収
し
ま
す
。

問
税
務
課
町
民
税
係
（
町
県
民
税
・
国

保
税
）　　

 　

☎
９
８
５
―
４
１
１
０

4 年度 5年度

支
  払
月

4 6 8 10 12 2 4 6 8

徴
収
区
分

特別徴収
（仮徴収）
または

普通徴収

特別徴収
（本徴収）
＝ 4年度税（保
険料）額 － 徴収
済額

特別徴収
（仮徴収）
4年度 2月に納
める額と同額

※町県民税は
公的年金に係る
4年度税額の
1/6 相当額

　

保
険
課
保
険
料
係
（
介
護
保
険
料
・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
）　　

☎
９
８
５
―
４
２
２
７

　

10月 17～ 23日は行政相談週間

特別行政相談所開設
　行政への苦情や要望などを
中立的に解決に当たるのが行政
相談です。相談無料で、秘密は
厳守します。

【 特別行政相談所（今回のみ）】

▼ 日時　10月17日㊊
　　　　10時～ 13時

▼場所　東公民館

▼相談員　行政相談委員
　鶴

つる

家
や

澄
すみ

成
なり

さん、石
いし

丸
まる

幸
さち

子
こ

さん

【定例の行政相談所（月1回）】
　まさきお役立ちカレンダーで、
日程を確認してください。

問総務課広報広聴係
　☎985-4132

◆健全化を判断する比率（単位：％）
令
和
３
年
度　
松
前
町
財
政
健
全
化
指
標

町
の
財
政
は
健
全
で
す

　

令
和
３
年
度
の
健
全
化
判
断
比
率
と

資
金
不
足
比
率
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

こ
れ
ら
の
比
率
が
低
い
ほ
ど
、
自
治
体

の
財
政
状
況
は
健
全
で
す
。

【
解
説
】　

松
前
町
は
国
の
定
め
た
基
準

よ
り
も
比
率
が
低
く
、
イ
エ
ロ
ー
カ
ー

ド
に
当
た
る
早
期
健
全
化
団
体
（
公
営

企
業
に
つ
い
て
は
経
営
健
全
化
団
体
）

と
レ
ッ
ド
カ
ー
ド
に
当
た
る
財
政
再
生

団
体
に
該
当
し
ま
せ
ん
。

　　

こ
の
よ
う
に
健
全
な
町
の
財
政
で
す

が
、
こ
の
状
態
が
将
来
に
わ
た
っ
て
保

障
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

今
後
も
財
政
運
営
に
厳
し
い
姿
勢
で
臨

み
、健
全
財
政
の
維
持
に
取
り
組
み
ま
す
。

問
財
政
課
財
政
係☎

９
８
５
―
４
１
０
１

※  実質収支と連結実質収支が黒字のため、実質赤字比率 
　と連結実質赤字比率はありません。

区　分 資金不足比率 経営健全化基準

水道事業会計 －
20.0

下水道事業会計 －

◆資金不足の比率（単位：％）

※  資金不足比率は、公営企業ごとの資金の不足額が、事 
　業の規模に対してどの程度あるか示しています。上記事
　業は、事業の規模に対する資金不足額が無いため、資金
　不足比率はありません。

指　標 松前町
早期健全化
（国の基準）
イエローカード

財政再生
（国の基準）
レッドカード

備　考

実質赤字比率
（一般会計に対する赤字の割合） － 13.92 20.0

連結実質赤字比率
（全会計に占める赤字（または資金の

不足額）の割合）
－ 18.92 30.0

実質公債費比率
（収入に占める借金返済額の割合） 8.9 25.0 35.0 前年度   8.6

将来負担比率
（将来にわたる実質的な負債の割合） 78.1 350.0 前年度 85.7

 役場からのお知らせ N e w s FAX でのお問い合わせ　985-4148 ㈹
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